
うるま農業振興地域整備計画基礎調査業務

仕 様 書

令和 8年７月

うるま市農林水産部農林水産政策課
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１. 委託業務名称 ： うるま農業振興地域整備計画基礎調査業務

２. 委託業務場所 ： うるま市内

３. 委 託 期 間 ： 令和 8年 8月中旬～令和 9年 3月 31 日

第１章 総則

４. 計画策定趣旨

うるま市（以下、「発注者」という。」では平成20年度に最初の農業振興地域整備計画を策定

した。その後、平成 26 年度・平成 30 年度・令和 5年度の総合見直しによる農業振興地域整

備計画を策定し現在に至る。

今年度は前回の基礎調査から約 5年が経過しており、その間に農業を取り巻く状況や本市

の土地利用状況、各種地域開発計画なども変遷しているため、今年度は基礎調査を実施す

るものとする。

これらを踏まえ、うるま農業振興地域整備計画全体見直し業務は、本市の農業振興計画及

び各種地域開発計画並びに本市の基本構想等を勘案し、農業振興と地域開発等との調和

のとれた農業振興地域整備計画を作成することを目的とする。

５. 適用範囲

本仕様書は、うるま農業振興地域整備計画全体見直し業務（以下「本業務」とする。）に適用

する。なお、計画範囲は本市の農業振興地域とするが、市全域についても考慮するものとす

る。

６. 準拠する法令等

本業務は、本仕様書によるほか、次に示す各種法令規定に基づいて行うものとする。

（1） 農業振興地域の整備に関する法律（昭和 44年法律第 58 号）

（2） 農地法（昭和 27年法律第 229 号）

（3） 土地改良法（昭和 24年法律第 195 号）

（4） 都市計画法（昭和 43年法律第 100 号）

（5） 測量法（昭和 24年法律第 188 号）

（6） 国土利用計画法（昭和 49年法律第 92 号）

（7） 森林法（昭和 26年法律第 249 号）

（8） 国土調査法（昭和 26年法律第 180 号）

（9） 著作権法（昭和 45 年法律第 48号）

（10）沖縄県農業振興計画基本方針

（11）農業振興地域制度に関するガイドライン、参考様式集（令和 7年農林水産省）

（12）農業農村基盤図製品仕様書 Ver0.6（平成 20 年農林水産省）

（13）農地中間管理事業の推進に関する法律（平成 25年法律第 101 号）

（14）うるま市個人情報保護条例（平成 17 年 4 月 1 日条例第 9号）
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（15）うるま市契約規則（平成 19 年 3 月 16 日規則第 9号）

（16）うるま市会計規則（平成 19 年 3 月 16 日規則第 8号）

（17）その他関係法令等

７. 守秘義務

受注者は、本業務の履行上知り得た内容について、第三者に漏洩してはならない。また、作

成した資料を発注者の許可無く他に公表及び貸与してはならない。このことは、本業務終了

後においても同様とする。

８. 個人情報保護及び品質管理の遵守

受注者が、本業務において必要とする資料等は、十分な品質及び精度管理に留意し、情

報の安全性を確保するものとする。特に、個人情報の漏洩が起きないよう細心の注意を払うも

のとし、企業としてのセキュリティ対策が十分に確立されていることとする。なお、受注者は、本

業務の実施にあたっては、「品質管理」・「環境への配慮」・「個人情報の適切な保護措

置」・「情報保護」・「情報リスクアセスメント」の観点から、下記すべての認証をうるま

市入札参加資格者の沖縄県内作業拠点で取得していなければならないこととし、入札参

加申請時に認証を証明する各登録書の写しを発注者に提出するものとする。

（1） (財)日本情報経済社会推進協会｢個人情報保護に関する事業者認定制度｣による認証

・プライバシーマーク：JISQ 15001

（2） 「情報システムセキュリティ管理適合性評価制度」による公的外部機関の承認

・Information Security Management System : ISMS

ISO 9001 品質マネジメントシステム

ISO 14001 環境マネジメントシステム

ISO/IEC 27001 情報セキュリティマネジメントシステム

ISO/IEC 27017 ISMS クラウドセキュリティ

９. 実施計画

受注者は、業務着手に先立ち下記の関係書類を提出し、発注者の承認を受けるとともに業

務実施期間中は進捗状況を随時報告するものとする。

（1） 業務実施計画書 ・・・・・・・・・・・・・・・ 契約締結日から 7日以内に提出

（2） 業務工程表 ・・・・・・・・・・・・・・・ 契約締結日から 7日以内に提出

（3） 着手届 ・・・・・・・・・・・・・・・ 契約締結日から 7日以内に提出

（4） 管理技術者選任届 ・・・・・・・・・・・・・・・ 契約締結日から 7日以内に提出

（5） 担当技術者選任届 ・・・・・・・・・・・・・・・ 契約締結日から 7日以内に提出

（6） 完成届 ・・・・・・・・・・・・・・・ 業務完成後すみやかに提出

（7） その他 ・・・・・・・・・・・・・・・ 発注者が認める資料
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１０. 業務実施体制・作業体制

（1） 受注者における本業務を立案し管理統括する技術者（管理技術者）は、農業振興地域

整備計画に精通した実務経験豊かなものでなければならない。また、様々な地図デー

タを整備する事が含まれている事から、GISの取扱いに精通した技術者を配置する事と

する。

なお、受注者は公告文書に記載された入札参加条件や資料の提出等、入札に関する

事項を遵守するものとする。。以下の要件をを全て満たし、入札参加審査に必要な資

料を全て提出および告示時に発注者に提出し承認を受けるものとする。また、上記｢8

項｣の理由から調査員等の再委託は認めない。

① 沖縄県内に本社及び支社若しくは営業所を有し、関係者との連絡・調整等が円滑

に行える技術者（管理技術者・担当技術者）が県内に配置されていること（技術者が

県内に常駐されていない場合は不可とする。）

② 令和 7・8 年度本市入札参加資格者名簿（測量コンサルタント）の登録がされている

こと

③ 過去 5年（令和 3年 4月以降）において、同種又は類似業務の履行実績が 3件以

上あること （※同種とは本業務の基礎調査から計画策定までを一括して受託した

業務をいい、類似とは「農業振興地域整備計画基礎調査」又は「計画策定」をいう。）

④ 管理技術者は、③にあげる業務を担当していること

⑤ 農業農村地理情報システム技士（又は同等以上）の資格を有していること

⑥ DJI Camp Specialist（又は同等以上）の資格を有していること

※今後立ち入り困難箇所が発生した場合を想定し、⑥資格を有してることを条件とする。

（２） 発注者は、上記事項に伴い、告示時に以下の資料を収集するものとする。

① 受託候補者の本社又は支社所在地を証明する資料（登記簿・営業証明書等の写

し）

② 入札参加名簿（本市入札参加資格者名簿より）

③ 管理技術者及び担当技術者（業務を担当する全ての技術者）の所在又は住所等

④ 同種又は類似実績の契約書写し及び着手届等の提出書類の写し

⑤ 農業農村地理情報システム技士資格証の写し

⑥ DJI Camp Specialist（又は同等以上）の資格証の写し

※③、④については、発注者は資料を確認後、情報の流出が無いよう責任をもって保

管又は廃棄すること。

※今後立ち入り困難箇所が発生した場合を想定し、⑥資格を有していることを条件とす

る。

１１. 現地への立ち入り報告の義務

（1） 現地調査では、作業班の内一人は必ず自己の身分証明書を携帯し業務にあたるもの

とする。

（2） 身分証明書は、土地等の所有者、その他関係人等から請求があったときは、これを掲

示するものとする。
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（3） 身分証明書の内容については、発注者の委託業務である旨を記載すること。

１２. 委託業務の調査等

委託業務の処理状況並びに、個人情報等の管理体制監査を目的に、発注者は受注者の

環境調査を求めることが出来る。発注者は、その監査を前日までに受注者に通達し、受注者

はその調査に対し応じなければならない。

なお、借用した個人情報を含む資料等の管理体制は、「8項（2）」に準じていることとし、以下

の監査を目的に実施するものである。

(1） 発注者の立会のもと、随時作業場所の立ち入り等、状況確認が出来る。受注者は、正

当な理由なく、発注者のその要求を拒否することはできない。

(2） 情報セキュリティ体制を確立している事の証明資料及び、個人情報を含む情報資料の

格納及び運用管理体制についての説明。

(3） 選定した作業員を証明する為の資料

（組織図及び雇用を証明できる資料※運転免許証等の写しなど）

発注者は、上記の内容について、前項を含む資料並びに調査による虚偽が認められるとき

は、本市契約規則に則り、受注者との契約を解除する事ができる。

１３. 報告の義務

受注者は、業務の遂行にあたり、各工程の終了毎にその結果を報告し、発注者が必要と認

めたときは中間検査を受け、次の工程に着手するものとする。

１４. 関係官公署との折衝

受注者は、本業務を履行するにあたり、関係者又は関係官公署との折衝を要する場合は、

速やかに発注者にその旨を報告し、発注者と協議のうえ調整するものとする。

１５. 紛争の回避

本業務の為、他人の土地に立入る場合は、あらかじめ土地の所有者の了解を得て紛争の

起こらないように留意しなければならない。

１６. 損害賠償

受注者が、本業務履行中に、本市の機関並びに第三者に損害を与えた場合は、直ちに発

注者にその状況及び内容を報告し、発注者の指示に従うものとする。また損害賠償等が生じ

た際の責任は、受注者が負うものとする。

１７. 貸与物品及び資料

本業務に必要とみとめられる物品及び資料は貸与するが、受注者は責任をもってこれを保

管し亡失は無論のこと、汚損や破損のないようその取扱に十分注意するものとする。

税務情報等のデータ授受・交換に関しては、LGWAN回線による情報漏洩等が起こることが

ないセキュリティが保障される手段にて収集・提供することを条件とする。なお、データ交換用
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の LGWANデータ交換サービスについては受注者が準備を行うこと。

なお、業務上必要となる資料については、最新の資料を基本条件とし、発注者は事前に関

係部署との調整をおこなう。

１８. 作成データの形式

本業務において作成する各種地図データについては、今後のデータの利活用を考慮し、以

下の測地系及びデータ形式で作成するものとする。

(1） 測地系：世界測地系 JGD2011

(2） データ形式：shapefile 形式

１９. 成果品の検査・納品

本業務の成果品については、管理技術者の立会いのうえ、発注者の検査及び承認を受け

るものとする。また、成果品に係る納品の日時及び場所については、発注者と協議し決定する

ものとする。

なお、受注者は、本業務で得られた成果品及び成果に付属する資料に関して、一定期間保

存するものとし、保管期間は発注者・受注者協議のうえ決定するものとする。

２０. 成果品の瑕疵

本業務完了後、成果品において瑕疵が発見された場合は、発注者の指示に従い、必要な

措置を受注者の負担において行うものとする。

２１. 成果品の帰属

本業務の成果品は、既に著作権を有するもの以外は全て発注者に帰属するものとし、受注

者は発注者の許可なく使用及び流用してはならない。

２２. 納入場所

本業務の納入場所は次のとおりとする。

・納入場所：うるま市 農林水産部 農林水産政策課

第２章 業務概要

２３. 作業計画

（1） 農業振興地域整備計画策定の目的を考慮し、合理的かつ能率的に作業を遂行するた

めに、必要な各工程における作業計画を立案する。

（2） 作業計画に従い、各作業にかかる人員・機械・器具の選定並びに工程の検討を行うも

のとする。

２４. 打合わせ協議
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打合せ協議は着手時、中間報告時、成果納入時の計 3回以上行うものとし、着手及び納品

時は管理技術者の参席を必須とする。また発注者が必要と判断した場合には、その都度適宜

協議を行うものとする。

なお、業務に係る打合せは管理及び担当技術者の参加を条件とし、その他代理となるもの

は認めない。

また作業効率化を鑑み、両者調整の上、必要に応じてWEB会議での開催も行うものとする。

２５. 調査の手法等

調査の手法等はこの仕様書による他、「農業振興地域整備計画全体見直し作業要領」（沖

縄県農政経済課）並びに「農業振興地域制度に関するガイドライン」・「農業振興地域制度に

関する様式集」（農林水産省構造改善局地域計画課）等に則するとともに、必要に応じて発注

者と協議する。

２６. 資料収集整理

受注者は、計画を作成するために必要な以下の資料を収集するものとする。なお、収集した

資料は提供部署及び資料の状況を一覧表にて整理し、発注者と借用資料調達に係る調整を

行うものとする。

貸与資料の授受については情報漏洩等が起こることがないセキュリティが保障される手段セ

キュアな授受を目的として LGWAN回線によるデータ交換サービスを活用するものとする。同

サービスについては受注者にて環境を準備すること。

（1） 現行農業振興地域整備計画書（付図を含む）

（2） 総合計画（基本構想・基本計画）

（3） 都市計画マスタープラン

（4） 地番図データ（shapefile）

（5） 土地課税台帳データ（csv）

（6） 航空写真画像データ

（7） 都市計画図用途データ（shapefile）

（8） 農用地区域地番（エクセル）

（9） 農用地の編入・除外資料（エクセル、紙ベース）

（10）地域計画指定農地

（11）農用地除外位置図

（12）農家台帳データ（地番・地籍・地目・現況地目・耕作者）（エクセル）

（13）その他関係資料

２７. 土地一筆台帳の作成及び土地利用現況調査

（1） 農用地利用計画策定の基礎となる土地（農業振興地域）における農用地面積調査に

ついては、発注者が貸与する既存の農用地区域一覧データ、土地課税台帳データ及

び地番参考図（shapefile）と突合処理を行い、農用地を特定するものとする。なお、不突
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合となった地番については、不突合リストを作成・提出し、対応方針について発注者の

修正指示に従うものとする。

（2） 土地利用現況調査の現地調査は、農用地区域変更申出がされた土地（300 筆を想定）

を、｢一筆ごと目視調査｣を行い集計する。現況地目の区分は、現計画書の農振地目項

目別に区分することとするが詳細について監督職員と調整するものとする。

また、現地調査数が増減する場合についても監督職員と調整するものとする。

（3） 調査結果については、地理情報システム（GIS）を利用して shapefile 形式で調査結果を

入力/整理するものとし、面積集計演算処理を行い取りまとめるものとする。また、発注

者が、調査結果を活用し、本業務納品後も農用地利用計画の庁内電算管理を継続的

に実施できるよう、shapefile のデータベース定義書を作成し、発注者の承認を得るもの

とする。

（4） 土地利用調査は、発注者が貸与する現計画から変更計画に至る期間内の一部もしく

は全部農地の転用許可一覧データ（エクセル）と前項で特定された農用地区域データ

と照合を行い、該当する転用された農用地を区域除外としてデータの修正を行うものと

する。修正の過程で生ずる不明点については、適宜、発注者に確認し、指示に従うも

のとする。

また、一部除外については、当該除外申請の位置図により筆内の場所を確認し、令

和 8 年時点で分筆登記されていれば、当該地番を全部除外として非農地区域に修正

するものとする。令和 8 年時点で分筆登記が確認できなければ、申請図に即して一部

農用地の設定を行うものとする。

（5） 農振法第 10 条第 3項に非該当となる山林化した農用地区域を、航空写真により特定

し、併せて農業委員会が実施する農用地利用状況調査結果と照合し、その結果のリス

ト化を行うものとする。

（6） 農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画の指定を受けた農地と、農用地区域を照

合し、編入の必要がある白地農地のリスト化を行うものとする。

（7） 土地利用現況調査は現に耕作されている作物を上記（3）のデータを用い、結果を土地

利用現況図として図面を提出する。作物が一筆の中で複数存在、あるいは土地利用が

異なる場合は現況判断や面積について適宜発注者と調整するものとする。

（8） 現地調査はmobile アプリなどを利用し、現況写真を撮影するものとし、発注者と即時共

有するものとする。

２８. 地権者（農家）意向調査

（1） 農業振興方策に関わる関係団体及び、農家に対して、地権者（農家）の農業経営や農

業生産、農業生産基盤及び近代化施設等の整備、農業環境の整備、並びに今後の土

地利用等に関する意向を把握するため、アンケート調査を実施し集計分析を行うものと

する。なお、アンケート調査項目は概ね次のとおりとし、必要に応じて発注者と調整を

図るものとする。

【関係団体へのアンケート】

① 基礎調査に該当する項目
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【地権者（農家）アンケート】

① 農用地の利用面積及び土地利用に関する意向

② 農業経営・農業生産に関する意向（規模拡大等に関する意向を含む）

③ 農業生産基盤や農業近代化施設等の整備に関する意向

④ 農業生産組織等の組織化に関する意向

⑤ 良好な生活環境の確保に関する意向

⑥ 活力ある地域づくりに関する意向

⑦ その他

（2） 調査対象となる関係団体は 10 団体、地権者（農家）は、概ね 8,200 名とし、回収率は３

割を目標とする。

（3） 受注者は、同調査の配布原案を作成し発注者の承認を得るものとする。

（4） アンケート調査は原則郵送とするが、案内に係る封筒は、郵送に係る諸経費（切手代

等）を含み受注者の負担において準備するものとする。

２９. 地権者説明会の実施

（1） 案内文の作成

受注者は、市外かつ県内に在住している地権者へ地権者説明会の実施に関する案内

文を通知するものとする。なお、市内在住の地権者には広報うるまやホームページにて

案内する。

また、案内に係る封筒は、郵送に係る諸経費（切手代等）を含み受注者の負担におい

て準備するものとする。ただし、やむを得ず開催が困難と発注者、受注者が判断した時

は、別途協議のうえ手法を検討するものとする。

（2） 地権者説明会

地権者等に対する農業振興地域整備計画策定業務の説明とともに、土地需要の意向

（地権者個々人の土地の農用地区域からの除外や農用地区域への編入、農地の貸借・

売買）などを把握するため、地域別（全 8 回想定）に説明会を支援するものとする。説明

会用の資料は、受注者が案作成を行い、発注者の修正及び承諾をもって印刷する。説

明会の案内方法、説明会の時期や開催場所については発注者と調整を図るものとする。

なお、説明会の実施に伴う受注者の支援員は、監督員の補佐並びに説明、記録等の

作成を行うものとする。なお、説明会開催前に他自治体における質問事例をまとめ、監

督員の事前補助資料として利用出来る参考資料を作成するものとする。

また、説明会の開催に際し、受注者は農業振興地域農用地の地番が分かる土地利用

現況図（集落別：1/2,500～3,000 ※全体図A0に市全域が入る縮尺）を、写真併合図及

び地図併合図（ラミネート仕上げ）でそれぞれ掲載用として作成するものとする。

３０. 農業振興地域整備計画基礎資料作成

（1） 前項までに実施した基礎調査の結果を踏まえて農業振興地域整備計画書（基礎調査

資料）を作成する。作成にあたっては、国勢調査、農林業センサス、国・県・市関係部

局の統計データ、農業委員会・農業協同組合等関係団体の有する資料、並びに総合
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計画等を収集し、「農業振興地域制度に関するガイドライン」「農業振興地域制度に関

する参考様式集」等に規定されている様式や記入要領にしたがって基礎資料を作成

する。また、推計値については収集した上記資料等を基に回帰分析を行い、参考値と

して取り扱うこと等を両者調整の上、決定する。

（2） 農業就業人口・規模調査については、市統計資料、国勢調査資料、農林業センサス資

料から、経年的に農家数、農業就業人口等を調査し、整理するものとする。

（3） 農業生産調査については、主要重点作物や拠点産地認定作物等について、経年的に

政府公表資料等を調査し、生産量等を整理するものとする。

（4） 農業生産基盤整備調査については、農業用用排水路整備事業、区画整理事業、農地

開発事業、農道整備事業等を対象に、国営・県営・団体営土地改良事業により整備され

た土地改良施設や受益地など、これまでに完了した事業について、発注者が貸与する

資料に基づき、事業実施年度ごとに事業名、事業内容と、その位置を調査するものとす

る。

（5） 農用地の保全・利用調査については、農用地等の土壌侵食や崩壊等を防止するための

排水施設・防災ダム等の防災施設整備などの自然災害等による悪影響を除去するため

に行う事業や、ほ場整備事業等による荒廃農地等の整備・復旧に係る事業、農業用用

排水施設の長寿命化を目的とした水利ストック事業により更新・保全された土地改良施

設や受益地、農地保全を目的に実施している多面的機能支払や中山間直接支払対象

地など、これまでに完了した事業について、発注者が貸与する資料に基づき、事業実施

年度ごとに事業名、事業内容と、その位置を調査するものとする。

（6） 農業近代化施設整備の調査については、共同栽培管理施設、共同集出荷貯蔵施設、

共同処理加工施設、共同飼料供給施設、共同飼料管理施設等の生産関係施設、流通

加工関係施設に対し、これまでに完了した事業について、発注者が貸与する資料に基

づき、事業年度ごとに事業名、事業内容と、その位置を調査するものとする。

（7） 農業就業者育成・確保施設の調査については、農作業体験施設、就農支援施設など、

これまでに完了した事業について、発注者が貸与する資料に基づき、事業年度ごとに事

業名、事業内容と、その位置を調査するものとする。

（8） 農業従事者の農業以外就業状況調査については、29 項による地権者（農家）への調査

結果に基づき、市内外の就業先を産業分類し、就業状況を整理するものとする。

（9） 農村生活環境調査については、集会施設、農村公園、農村広場、農業集落排水施設な

ど、これまでに完了した事業について、発注者が貸与する資料に基づき、事業年度ごと

に事業名、事業内容と、その位置を調査するものとする。

（10）基礎資料作成において作成する図面等は以下のとおりとする。

① 農業生産基盤整備状況図

② 農用地等保全整備状況図

③ 農業近代化施設整備状況図

④ 農業就業者育成・確保整備状況図

⑤ 農村生活環境整備状況図

（11）作成する各図面はＧＩＳデータで作成する。し、最終納品時に発注者保有の統合型地理
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情報システムへセットアップを行うこととする。

３１. 農用地利用計画案作成（線引き作業）

（1） 地域特性を生かした農業振興並びに活力ある農業社会の形成を目指して、本市にお

ける農業振興の基本理念などを基本に、長期的な土地利用計画や当市各課の事業計

画施策との整合性を図りつつ、地域農業の振興や近代化等に資する農地及び農業用

施設用地の確保並びに良好な生活環境の確保のため、土地一筆毎に農用地区域の

設定を検討し農用地利用計画案を作成するものとする。

（2） 農用地利用計画案の作成は、現況の農振農用地の設定状況やその変遷、土地利用

現況やその構想、当市農業振興地域策定委員会等で検討された内容や地域の開発

構想、農業社会を取り巻く自然的及び社会的諸条件の変貌、並びに農家及び地権者

の意向等を充分勘案するものとする。

（3） 農用地利用計画案の作成は、概ね下記の作業を行うものとする。

① 農用地利用計画変更申出書の整理

② 変更申出書箇所のリスト及び図面資料作成

③ 事務局内調整会議

④ 事務局案決定

３２. GIS システムデータ作成及び設定（基礎調査）

本業務で作成する地図データは、庁内で利用する発注者の地図情報管理システムにて運

用が可能な形式（shapefile 形式）で作成し、データ搭載、設定を行うものとする。なお、発注者

保有の庁内で利用する地図情報管理システムは以下の通りである。

（１） システム運用サポート及び提供事業者・製品名称

■全庁型GIS

・事業者名 ：株式会社パスコ

・製品名称 ：PasCAL for LGWAN

・利用方法 ：ASP 方式

・通信手段 ：総合行政ネットワーク（LGWAN）

受注者は、GIS システムデータ搭載、設定対応について、上記にあげる製品提供事業者を

介すものとし、それら係る費用は委託費に含むものとする。

第３章成果品

３３. 成果品

本業務の成果品は以下のとおりとし、その他必要となる成果品は協議の上決定する。
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【農業振興地域整備計画】（基礎調査）

① うるま農業振興地域整備計画書に関する基礎調査資料

（A4 簡易製本：ホッチキスとめ）·······················1 部

② 上記①原稿データ（ワード）························································································· １式

③ 土地利用附図（A１カラー）（全５種）···········································································１部

④ ③データ（PDF）··············································································································１式

⑤ アンケート調査報告書·································································································· １部

⑥ アンケート調査結果入力データ（エクセル）·····························································１式

⑦ 説明会報告書（ワード）·································································································１式

⑧ 現地調査報告書（エクセルまたは PDF）·································································· １式

⑨ 土地一筆台帳（Excel 形式）························································································ １式

⑩ 事務局案 変更リスト、変更詳細図（A4 カラーPDF）············································ １式

⑪ 各種図面GIS データ（shapefile 形式）······································································１式

⑫ GIS 設定ファイル（mxd ファイルまたは同等のもの）···············································１式

⑬ その他発注者、受注者協議により決定したもの····················································· １式

第４章 特記事項

本業務を受注するにあたり、うるま市暴力団排除条例（以下：条例という。）の趣旨を理解した上

で、当市が行う事務・事業により暴力団を利することとならないようにしなければならない。

これらの事項と相違することが判明した場合には、契約解除等のうるま市が行う一切の措置につい

て異議の申し立てを受け付けない。

なお、当市が沖縄県警察に対し照会を行うことについても同意することとする。

１ 以下の者が条例第２条第２号に規定する暴力団員等ではないこと。また，暴力団員等を

新たに選任しないこと。

（１）法人である場合 代表者および役員

（２）個人事業主である場合 代表者

（３）個人である場合 個人本人

２ １の各号に該当するものが暴力団（条例第２条第１号に規定する）及び暴力団員等と社

会的に非難される関係を有していないこと。

３ 使用人として、暴力団員を雇用していないこと。また、新たに雇用しないこと。

４ 暴力団及び暴力団員等が実質的に経営に参加していないこと。

５ うるま市の発注する公共事業その他市の事務、事業において、１，２，３，４を満たす

者のみを下請負人とすること。

６ 条例第４条及び第６条に基づき、必要書類の提出を求められたときは速やかに提出す

ること。


